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月額上限額 その月の日数その月の認定期間

認定開始の月（　　　月）

認定終了の月（　　　月） ÷ 日

月額上限額　(b)

円 × 日 ÷ 日 ＝ 円

円

※1 月額上限額は、施設等利用給付第2号認定の場合は月額37,000円、第3号認定の場合は42,000円です。
月途中で認定期間が終了する又は開始される場合か、市町村間の転出入の場合、月額限度額は次の通りとなります。
・月途中で認定期間が終了する場合、
　または別の市町村へ転出する場合の限度額：37,000(42,000)円×転出日までの日数÷その月の日数
・月途中で認定期間が開始される場合、
　または別の市町村から転入した場合の限度額：37,000(42,000)円×転入先での認定日からの日数÷その月の日数
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認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の利用者用

名護市子育てのための施設等利用費計算書

1．認定子ども及び請求金額

請 求 額氏 名

円

円

認定区分 第 号 認定期間 ～

利用年月

円

請求済みの
施設等利用費

(c)

施設に支払った
月額利用料

(a)

請求額
(aとb-cを比較して

小さい方)

電話：

3．利用した認可外保育施設等

2．認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の利用料

月 日年生 年 月 日

円 円

円 × 日

円

円

フ リ ガ ナ

所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名 電話：

③

フ リ ガ ナ

所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名 電話：

⑦

フ リ ガ ナ

所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名 電話：

請求日 年 月 日

⑥

フ リ ガ ナ

所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名 電話：

⑤

フ リ ガ ナ

所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名 電話：


